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2025 年度 通常総会 次第 
 

開催日時：2025 年 5 月 22 日（木） 10:00〜11:00 

開催場所：プレミアホテル TSUBAKI 札幌 （地下 1階カメリアⅢ） 
 

 

第１部 総会（10:00～11:00） 

 

1． 開会 

2． 会長挨拶 一般社団法人 北海道観光を考えるみんなの会 

                       会長 阿部 晃士 

3． 来賓ご挨拶 

国土交通省 北海道運輸局観光部次長     清野 信也 様 
北海道経済部 観光局長           佐々木 敏 様          

札幌市経済観光局 観光・ＭＩＣＥ担当局長  和田 康広 様 

公益社団法人 北海道観光機構 会長代行    中村 智  様 

  

4.  議事 

（1） 報告事項（会員の現況等） 

（2） 審議事項 

第 1号議案  2024 年度事業報告 

第 2号議案  2024 年度収支決算報告 

第３号議案  監査報告 

第４号議案  2025 年度事業計画（案）について 

第５号議案  2025 年度収支予算（案）について 

第６号議案  定款変更・組織変更・役員改選提案について 

 

5.  閉会 

 

 

第２部 講演 （11:00～12:00） 

1.講話 「能登半島地震の復興と危機管理について 

〜加賀屋の現状と教訓から学ぶ〜」 

  真崎 昌久（まさき あきひさ）氏 
（株）加賀屋ホールディングス（石川県和倉温泉）  

経営管理本部 人事部 教育担当顧問 
 

2.謝辞  一般社団法人 北海道観光を考えるみんなの会 

副会長 渡辺 泰弘 

  

3.閉会 
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報告事項 
会員の現況 

2024 年 3 月 31 日  228 会員 

    （組織団体会員 28、企業会員 141、個人会員 7、賛助会員 52） 

2025 年 3 月 31 日  187 会員 

    （組織団体会員 25、企業会員 122、個人会員 4、賛助会員 36） 

 

第１号議案 
2024 年度 事業報告 
 

１．会議開催報告 

 

（１）通常総会 
開催日時：2024 年５月 28 日（火）10:00〜10:30 

開催場所：ANA クラウンプラザホテル 札幌 

審議事項：     

第１号議案  2023 年度事業報告 

第２号議案  2023 年度収支決算報告 

第３号議案    監査報告 

第４号議案  2024 年度事業計画（案）について 

第５号議案  2024 年度収支予算（案）について 

 

講演 （10:30～12:00） 

1. 講話 「外から見た北海道観光について」 

2. 大阪観光局代表理事理事長 元内閣府参与・第２代観光庁長官 
3. 溝畑 宏（みぞはた ひろし）氏 

謝辞  一般社団法人 北海道観光を考えるみんなの会 副会長 

 
2024 年度 北海道観光を考えるみんなの会定時会員総会議決結果 

現在、正会員は176名のため、定足数88会員のところ、出席正会員32名、委任

状出席が57名と合計89会員の参加があり、総会成立条件である2分の 1以上の

出席（書面表決者を出席者とみなす）を満たす結果となりました。 

１号議案から７号議案まで出席者の満場一致で承認されました。 

 

（２）理事会 
2025 年 1 月 7日（火） 

 ・出席理事 15 名 

 

 

 

 

 



 

3 
 

（３）正副会長会議 
第１回正副会長会議 

  日時：2024 年 7 月 16 日（火）16:00〜18:00 

  開催場所：ANA クラウンプラザホテル 

  議題： 

    ・北海道観光を考えるみんなの会の組織の方向性（ビジョン）について 

    ・令和 6年度の活動について 

    ・その他 

 

第２回正副会長会議 

  日時：2024 年 12 月 2日（月） 16:00〜17:30 

  開催場所：JTB 北海道事業部（アーバンネット札幌ビル 8階） 

 議題： 

   ・地方交流会開催に向けた議論 

   ・新年交礼会について 

   ・事務局体制変更について 

 

第３回正副会長会議 

  日時：2025 年 3 月 17 日（月） 11:00〜12:00 

  開催場所：JTB 北海道事業部（アーバンネット札幌ビル 8階） 

 議題： 

   ・令和 7年度に向けた活動方針について 

   ・事務局変更に伴う引継ぎの状況について 

   ・その他 

 

２.新春講演会の開催 
開催日時：2025 年 1 月 7日（火）10:30〜11:50 

開催場所：札幌グランドホテル 本館２階「金枝」 

講演 

街歩き研究科  

                        和田 哲 氏 

演題『北海道おもしろ歴史散歩』    

 
３.交流会の開催（地域活性化部会主催） 

 

１）交流会（札幌） 

開催日時：2024 年 9 月 19 日（木）16:00～20:00 

開催場所：ANA クラウンプラザホテル 札幌 3F（鳳・祥雲） 

プログラム： 

①「北海道の観光と外国人の人材の可能性-外国人特定技能人材採用・ 

受入れに関して」 

    トクティ株式会社 代表取締役         杉原 尚輔 氏 

 

②「地域における医療サービス提供支援-インバウンド対応を中心として-」 

    ファストドクター株式会社 執行役員      福島 尚央 氏  
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２）地方交流会（旭川） 

開催日時：2025 年 3 月 4日（火）16:00～18:15 

開催場所：ホテル クレッセント旭川   

プログラム 

①「MICE における経済波及効果」 

      一般社団法人 北海道観光を考えるみんなの会 会長  阿部 晃士 

②「旭川における菓子博開催の意味」  

「あさひかわ菓子博 2025」実行委員長      水上  崇   氏 

 

 

③ パネルディスカッション 

・「あさひかわ菓子博 2025」実行委員長            水上 崇   氏 

・男山株式会社 取締役                   山崎  五良  氏 

・一般社団法人 大雪カムイミンタラ DMO 副理事長      佐藤 昌彦 氏  

・旭川家具工業共同組合 理事長 株式会社カンディハウス 代表取締役会長    藤田 哲也 氏   

・一般社団法人 北海道観光を考えるみんなの会 会長       阿部 晃士  

・一般社団法人 北海道観光を考えるみんなの会 副会長  西野目 智弘 

  

４．部会の活動  
（１）地域活性化部会 

地方交流会（旭川市）を開催（前述参照） 

（２）運輸部会 

①運輸部会のメンバーの意見交換 

運輸部会のメンバーで貸切バス事業者の人材不足対応などについて議論を

行なった。（2024 年 9 月） 

②北海道運輸局との情報交換 

北海道運輸局との情報交換（2024 年 9 月） 

   ③「みんなの貸切 WEB」更新について（2024 年 10 月、2025 年 3 月） 
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第 2号議案 
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第４号議案 

 
2025 年度 事業計画（案） 

 
１ 重点推進事項 

 

2024 年度の活動を踏まえ、組織体制の見直しと、会員サービス・地域連携の強化を推進 

 

① 会員の参画促進と交流の深化 

② 実効性ある部会運営と地域との連携強化 

③ 行政・関係機関との継続的な意見交換 

④ 会員情報の正確な更新 

 
２ 活動内容（案） 

 

① セミナー・意見交換会の開催（年 4回程度） 

業界動向や危機管理等をテーマに、会員間の知見共有を促進 

 

② 部会活動の推進 

• 運輸部会：「みんなの貸切 WEB」 改修及び利活用。行政などに対して提言 

• 観光教育部会：北海道観光機構と連携をし、学生に向けた情報発信及び出前講  

座の協業 

• 地域活性化部会：年 2回程度の交流会開催の実施と当会の認知度向上 

 

③ 会員交流の場づくり 

懇親会やフォーラムを通じたネットワーク強化、特産品紹介の機会提供。 

 

④ デジタル会員証の導入検討 

スマートフォン対応の会員証を開発し、特典サービスの仕組みを構築の検討。 

 

⑤ 会員拡大と参加率向上 

入会動機の把握と情報発信の強化により、会員増と活動参加の促進を図る。 

 

⑥ SNS・Webの活用 

ホームページと Facebookを効果的に運用し、情報発信力を高める。 

 

３ 会議関係 

• 理事会：年 2回（うち 1 回は通常総会前） 

• 正副会長会議：偶数月に開催（4月、6 月、8 月、10 月、12 月、2 月） 

• 各部会：適宜開催 

 

４ その他 

• 組織体制の見直しと理事登記の整理 

• 会長以下役員構成をより機動的且つ実態に即した体制の構築 
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第６号議案 

 
１ 定款変更（案） 

 
このたび、法人の運営体制のさらなる明確化と業務執行の円滑化を図ることを目的とし

て、定款第 19条「役員の設置」について一部改定を提案申し上げます。 

 

具体的には、現行の「副会長を 7名以内」とする規定を「5名以内」に見直すとともに、

新たに「常任理事（5名以内）」を設置する旨を定めるものでございます。 

 

つきましては、下記の通り、変更前および変更案の条文を記載いたしますので、本件につ

きまして総会にてご審議の上、お計らい賜りますようお願い申し上げます。 

 
【変更前】 
第５章 役員 

（役員の設置） 

第１９条 この法人に、次の役員を置く。 

（１）理事 ３名以上３０名以内 

（２）監事 １名以上３名以内 

 ２ 理事のうち１名を会長とし、副会長を７名以内置くことができる。 

 ３ 会長を法人法上の代表理事とする。 

 ４ 会長以外の理事のうち、副会長を法人法上の業務執行理事とする。 

 

 

【変更後】 
第５章 役員 

（役員の設置） 

第１９条 この法人に、次の役員を置く。 

（１）理事 ３名以上３０名以内 

（２）監事 １名以上３名以内 

 ２ 常任理事を１０名以内置くことができ、そのうち１名を会長とし、副会長を５名以

内、常任理事を５名以内置くことができる。 

 ３ 会長を法人法上の代表理事とする。 

 ４ 会長以外の理事のうち、副会長を法人法上の業務執行理事とする。 

 

 
２ 組織変更・役員改選提案 

 
 ・別紙にてお配りをしております、「2025 年度 理事・監事（案）」を参照願います。 
 


